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今日の例会

第1743回2019年（令和元年)9月24日（火）

友菫更の日

私達の知る「鎖国」とは「徳川三代将軍家光の時代

に完成された対外政策で、日本人の出入国の禁止・キリ

スト教禁止、更には買易の管理・制限などを行った。 」

といった、江戸時代は国を関ざし、孤立していたという

イメージでとらえておりましたが｡実際はそうではなく、

幕府の統制下とはいえ、4つの「□」が開かれ、海外と
の交易が行われていたようです。

・オランダ、中国と逼じる「長崎」

・朝鮮と通じる「対馬(つしま)」

・琉球と通じる「薩摩」

・アイヌと通じる「松前」

がその四つの□であります。

現在の教科書では、以前までの「鎖国をした」このよ

うな断片的な言い方を避け、これらの事実を記し、 「い

わゆる鎖国」 「鎖国と呼ばれる政策」 「鎖国などの幕府

の外交政策」など遠回しな表現にし、用語の使い方にも

かなり慎重になっています。

「鎖国」という用語の発祥時期は江戸時代後期の1801

年(享和元年)、 11代将軍家斉の時代に、志筑忠雄（しづ

きただお）という学者がドイツ人医師ケンペルの著作を

翻訳した際、 「鎖国論」という言葉を使ったのが始まり

で、翻訳者が創作した言葉が、明治以降に独り歩きを始

めたと言われています。現在の教科書では、こうした背

景にも融れているので、子供たちの「鎖国」ヘの認識は

かなり変わってきて、 10年後、20年後には、鎖国とい

う用語を使う日本人も少なくなっているのかもしれま

せん。

先回の例会

第1742回2019年（令和元年) 9月10B(火）晴

卓話： 「犯罪被害者支援の必要性と実情」

公益社団法人被害者サポートセンターあいち

理事弁護士長谷川桂子様

◆それでこそロータリー

◆ビジター紹介 1名

古川善次郎君（名古屋東RC)

◆ゲスト紹介 1名

公益社団法人被害者サポートセンターあいち

理事・弁護士長谷川桂子様

◆出席報告

正会員36(33)名出席27名

出席率81．82％

長谷川幹事報告’

1）本日配布案内：①ワールドフード÷ふれ愛フェスタ

例会のご案内、協賛チケット

2）次週9月17日は休会です。次回の例会は9月24日、

4階「雅の間」が会場です。

3）先週の理事役員会承認事項報告 ◆地区内委員長会議報告

公共イメージ向上委員会
一

一

福井浩道委員長

燃
9月2日（月）16時より名鉄グラン

ドホテルにて「地区内公共イメージ

向上委員長会議」があり、出席いた

しました。

ロータリー活動のマスコミへの発

信について、また、読売新聞の記者

も参加され、□－タリー各クラブの

伊藤会長挨拶’
一争

～

教科書から「鎖国」が消えて行く

2017年2月、次期学習指導要領の改

定案で「鎖国」という歴史用語を教

科書から外し、 「幕府の対外政策」

などの言葉に言い換えることが検討

された。 「鎖国」といえば、江戸幕
晟政策の一つだったはず。ところが、

.＝

奉仕活動のマスコミ媒体への取り上げ方について等ﾉﾏ、

お話がありました。

鍵Rotary府が行った代表的な政策の一つだったはず。ところが、

今では『鎖国は無かった｣が常識になろうとしています。

会長テーマ『令頼･温鹸瓢溺』~ 本紙は蒋生紙を似翻しております。



今年度は体制の強化を目指して新人ボランティアを10

名採用しました｡初心者向けボランティ壹成セミナーも

複数回開催していきます。賛助会員の増強も急務です。

この場をお借りまして大変恐縮ではございますが､当

センターの活動にご理解を賜り、ご支援をよろしくお願

いを申し上げます。

卓話： 「犯罪被害者支援の必要性と実情」

被害者サポートセンターあいち

理事弁護士 長谷川桂子様

はじめまして。この度は犯罪被害者

支援についてお話しする機会をい

ただき、誠にありがとうございます。

今日は①犯罪被害者に起きること、

②職場でできる支援、③センターの
ご紹介とご支援のお願い、の3つを

お話いたします。

ﾅますと、生命・身体・財産等への直

公蔬ﾈ↑団法人

卜『二コ溌沸辱溌、： ~
ミ
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伊藤健文

（公社）被害者サポートセンターあいち理事・弁護士

長谷川桂子様本日の卓話よろしくお願いします。

小林英毅

本日は囲碁会です。4Fにてお待ちします。

宮尾紘司

長谷川先生本日はよろしく1

町内会で敬老の記念品をくれるそうで、イラナイとも

言えないし、複雑な気持ち。追い打ちで今朝、敬老会

に入れと勧められた。勿論N○！

碓氷美佳

昨日、星ヶ丘三越さんのエステサロンソシエさん行っ

てまいりました。上品で寛げるステキなサロンでした。

大橋様ありがとうございました！

渡邊源市

サポートセンターあいちの長谷川先生､本日はよろし

くお願いします。

笹野義舂 ご夫人誕生日お祝い

足立一郎 朝倉寿宜 福井浩道

萩原喜代子 長谷川亨 樫尾富二
加藤重雄 河合隆史 小山雅弘

牧野登志子 柵木充明 松岡多加倫

大橋幹夫 太田和孝 笹野義舂

重見有美 志水ひろみ 鈴木聖三

舎人経昭 吉田 玄

26件｜合計 70,500円’

1 犯罪被害を受けますと、生命・身体・財産等への直

接的な被害だけでなく、①精神的ショックや身体の不調

とそれによる生活上の支障、②医療費の負担や失職転

職等による経済的困窮､③捜査や裁判の過程における精

神的、時間的負担､④周囲の人々の無責任なうわさ話や

マスコミの取材、報道によるストレス、不快感など様々

な問題(2次的被害)が生じます。

そこで、精神的支援、経済的支援、生活支援、医療支

援その他の様々な支援が必要となります｡精神的支援で

は、身近な人が話し相手になり、お気持ちに耳を傾ける

ということも立派な支援です。その際、2次的被害を与

えてしまわないよう、相手の気持ちを否定したり批判し

たりしないこと、安易な励ましをしないなどの心がけも

大切です。

2犯罪被害に這った方が仕事を辞めることなく働き

続けることができることも、被害からの回復を支える点

で重要です。職場を喪いますと経済的にも大変ですし、

社会的な孤立を深めるきっかけになってしまうことも

あります。適切な声かけ、仕事内容の配盧、刑事事件対

応の時間のやりくりへの協力、職場復帰へのサポートな

ど、職場での配慮・支援が被害者の方を支えることがで

きます。職場全体で犯罪被害者の置かれる状況、心情へ

の理解を深めることも重要です。

3世間では加害者の裁判や出所などを事件の区切り

のように考えますが､それは加害者の時間軸に過ぎませ

ん。犯罪被害者の支援は、犯罪被害者の方々が消えるこ

とのない痛みを抱えていることを理解しながら、犯罪被

害者の方々が再び平穏な生活を営むことができるよう

になるまでの間、必要な支援を途切れることなく行うこ

とが求められます｡それには被害者を取り巻く様々な各

機関、団体、個人の連携が必要です。当センターも連携

の輪の1つとして、愛知県での犯罪被害者の支援を担っ

ております。

当センターは平成10年に設立し、公安委員会から犯

罪被害者等早期援助団体の指定を受けて犯罪被害者の

支援、広報啓発活動、ボランティアの壹成などを行って
いますが、県内の菫大事件発生数を見ましても、まだま

だ必要な方への支援が行き届いているとは言えません。

逆に、必要とする全ての方から支援を求められた場合、

今のセンターで対応仕切れるかという問題も実は抱え

ています。

センターの活動は人と資金が柱ですが、リーマンショ

ックなどの不況やライフスタイルの変化も要因と思わ

れますが､設立当初に比べてどちらも大きく減少してい

ます。

～一一ーーーーーー■■■ー－－一一一一一ー一一一一一一ーーｰ一一一一

番
【10月例会内容のお知らせ】

10月は経済と地域社会の発展月間／米山月間です
ぐ、月24日董頻がfjﾙｵ･デーン

10月1日（火) 12:30名古屋東急ホテル3Fﾙﾈｯｻﾝｽ

◎米山月間卓話／米山奨学生スプラプト,エリン君

10月8日(火)＝7日(月)12:30ホテルナゴヤキャッスル

◎伊藤靖祐ガバナー公式訪問3RC合同例会

10月15日(火)＝12日(土)12:30久屋大通公園WFF会場

◎ワールドフード＋ふれ愛フェスタ

10月22日（火）休会

◎親睦行事／秋季家族会御園座昼の部

10月29日(火)12:30名古屋東急ホテル3Fルネッサ

汐◎友愛の日

2019年(令和元年) 10月1日（火) 12:30名古屋東急ホテル3階「ﾙﾈｯｻﾝｽの間」
米山月間卓話 米山記念奨学生スプラプト，工リン君

次回例会


